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資料№10 
児童手当の拡充について 

 

１ 概要 

 

  拡充前（令和６年９月分まで） 拡充後（令和６年 10月分以降） 

支給対象 

中学校修了までの国内に住所を有

する児童 

（15歳到達後の最初の年度末まで） 

高校生年代までの国内に住所を有

する児童 

（18歳到達後の最初の年度末まで） 

所得制限 

（例）夫婦とこども２人 

収入目安：960万円未満 

※960万円以上：特例給付 5,000円 

※年収 1,200万円以上の者は支給

対象外 

所得制限なし 

手当月額 

・３歳未満  一律：15,000円 

・３歳～小学校修了まで 

  第１子、第２子：10,000円 

  第３子以降：15,000円 

・中学生    一律：10,000円 

・所得制限以上 一律： 5,000円 

（当分の間の特例給付） 

・３歳未満 

  第１子、第２子：15,000円 

  第３子以降：30,000円 

・３歳～高校生年代 

  第１子、第２子：10,000円 

  第３子以降：30,000円 

支払期月 
３回（２月、６月、10月） 

※各前月までの４か月分を支払 

６回（偶数月）  

※各前月までの２か月分を支払 

多子加算

のカウン

ト方法 

高校卒業に相当する年齢 

（18歳の誕生日後の最初の３月 31

日まで） 

22歳年度末まで 

（22歳の誕生日後の最初の３月 31

日まで） 

 

２ 支払いスケジュール（イメージ） 

 

 

 

 

３ 費用負担 

 

 拡充前（令和６年９月分まで） 拡充後（令和６年 10月分以降） 

被用者  国  県  町  国  県  町  

３歳未満  37/45 4/45 4/45 5/5 －  －  

３歳以降  2/3 1/6 1/6 7/9 1/9 1/9 

特例給付  2/3 1/6 1/6 （制度廃止）  

非被用者  国  県  町  国  県  町  

３歳未満  2/3 1/6 1/6 13/15 1/15 1/15 

３歳以降  2/3 1/6 1/6 7/9 1/9 1/9 

特例給付  2/3 1/6 1/6 （制度廃止）  

※被用者…サラリーマンなどで本人が全国健康保険協会や健康保険組合などの社会保険被保険者

である方 

※非被用者…専業主婦やパートなどで社会保険の被扶養者や国民健康保険加入の方 

  

〇例１（ 14 歳～７歳までの子どもが３人いる場合）  

年齢  
拡充前  拡充後  

順番  手当月額  順番  手当月額  

14 歳  第１子  10,000 円  第１子  10,000 円  

９歳  第２子  10,000 円  第２子  10,000 円  

７歳  第３子  15,000 円  第３子  30,000 円  

〇例２（ 17 歳～ 10 歳までの子どもが３人いる場合）  

年齢  
拡充前  拡充後  

順番  手当月額  順番  手当月額  

17 歳  第１子  ―  第１子  10,000 円  

14 歳  第２子  10,000 円  第２子  10,000 円  

10 歳  第３子  15,000 円  第３子  30,000 円  

〇例３（ 21 歳～８歳までの子どもが３人いる場合）  

年齢  
拡充前  拡充後  

順番  手当月額  順番  手当月額  

21 歳  ―  ―  第１子  ―  

14 歳  第１子  10,000 円  第２子  10,000 円  

８歳  第２子  10,000 円  第３子  30,000 円  
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